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全国一律の子ども医療費助成制度の創設を求める意見書（案）

全国の地方自治体で実施している子どもの医療費助成制度は、子どもの健全な成長の確

保と保護者の経済的負担の軽減の両面で、大きな役割を果たしている。西宮市においても

「乳幼児等・こども医療費助成制度」を実施し、その助成内容を拡充してきた。

しかし、この子どもの医療費助成制度は、自治体のそれぞれが独自に実施しているため、

住んでいる地域で助成の対象年齢や自己負担の有無など、助成内容に差異が生じている。

自治体間の差異を解消し、我が国の将来を担う子どもたちが必要な医療サービスを公平に

受けることができるようにするため、子ども医療費については、全国一律の国の助成制度

の創設を多くの自治体が求め、全国知事会、全国市長会、また、全国市議会議長会も、政

府に対して要望書を提出している。

少子化は、加速し、これ以上先送りのできない課題となっている。国においては、少子

化の課題に対応するため、異次元の少子化対策を掲げ、子ども・子育て政策を最重要政策

として位置付け、具体的施策の検討を進めている。政府は、「こども未来戦略方針」を発

表し、そのなかで、「医療費等の負担軽減～地方自治体の取組への支援～」という項目を

立て、「こどもにとってより良い医療の在り方について」を検討し、必要な措置を講じる、

としている。

全国知事会が要望（令和５年７月２５日）しているように「全国一律の子どもの医療費

助成制度の創設について、国の責任と財源において必要な措置」が講じられることになれ

ば、全国の自治体は、地方財政の負担軽減により、地方自治体の本来の役割である、地域

の実情に応じたきめ細やかな支援をより充実させることが可能となり、国全体の少子化対

策の推進に大きく寄与するものと考える。

よって、国におかれては、真に医療を必要とする子どもに等しく適切な医療が提供され

るよう、全国一律の子どもの医療費助成制度を国の責務として、早期に創設するよう強く

求めるものである。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。
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